
煙
と
な
り
ま
す
。

1
．
施
設
に
お
け
る
事
業
内
容
や

経
営
規
模
へ
の
配
慮
か
ら
、
類

型
・
場
所
ご
と
に
所
定
の
要
件

に
適
合
す
れ
ば
各
種
喫
煙
室

（
専
用
室
、
可
能
室
、
加
熱
式

た
ば
こ
専
用
室
、
目
的
室
）
の

設
置
が
で
き
ま
す
。

　
　

喫
煙
専
用
室
は
、
喫
煙
の
み

が
可
能
な
専
用
室
で
、
飲
食
等

の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
加
熱
式
た

ば
こ
専
用
喫
煙
室
で
は
喫
煙
可

能
と
な
る
の
が
加
熱
式
た
ば
こ

に
限
ら
れ
ま
す
が
、
飲
食
等
の

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
可
能
で

す
。

2
．
喫
煙
可
能
な
設
備
を
持
っ
た

施
設
に
は
必
ず
、
指
定
さ
れ
た

標
識
の
掲
示
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
標
識
の

掲
示
さ
れ
た
施
設
に
は
、
掲
示

内
容
に
示
さ
れ
た
喫
煙
室
が
設

置
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

3
．
20
歳
未
満
の
方
は
、
た
と
え

喫
煙
を
目
的
と
し
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
一
切
、
喫
煙
エ
リ

ア
（
屋
内
、
屋
外
を
含
め
た
す

べ
て
の
喫
煙
室
、
喫
煙
設
備
）

へ
は
立
入
禁
止
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
従

業
員
で
あ
っ
て
も
立
ち
入
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

【

全

面

施

行

へ

向

け

た

ス

ケ

ジ
ュ
ー
ル
】

　

令
和
2
年
4
月
の
全
面
施
行
ま

で
は
、
施
設
に
よ
っ
て
は
、
喫
煙

室
の
設
備
や
標
識
の
掲
示
な
ど
が

完
備
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
施
設
へ
入
る
際
や
、
施

設
内
で
の
各
部
屋
へ
の
移
動
の
際

に
は
、
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

【
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】

　

h
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平
成
30
年
７
月
、
健
康
増
進
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
成
立

し
ま
し
た
。
法
改
正
に
よ
っ
て
ほ

と
ん
ど
の
施
設
が
原
則
屋
内
禁
煙

に
な
り
、
た
ば
こ
を
吸
わ
な
い
方

が
受
動
喫
煙
に
合
う
機
会
は
大
き

く
減
少
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

今
後
も
、
健
康
へ
の
影
響
が
大

き
い
、
子
ど
も
や
患
者
の
方
に
特

に
配
慮
し
、
よ
り
一
層
の
健
康
リ

ス
ク
の
低
減
を
実
現
す
る
社
会
へ

向
け
た
整
備
が
進
め
ら
れ
ま
す
。

【
学
校
や
医
療
機
関
な
ど
が
原
則

敷
地
内
禁
煙
と
な
り
ま
す
（
令

和
元
年
7
月
か
ら
）
】

　

学
校
、
医
療
機
関
、
児
童
福
祉

施
設
等
お
よ
び
行
政
機
関
の
庁
舎

（
第
一
種
施
設
）
が
原
則
敷
地
内
禁

煙
（
屋
内
禁
煙
も
不
可
）
と
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
施
設
の

屋
外
に
は
、
必
要
な
措
置
が
取
ら

れ
た
場
所
に
限
り
、
喫
煙
場
所
の

設
置
が
で
き
ま
す
。

【
多
く
の
方
が
利
用
す
る
施
設
が

原
則
屋
内
禁
煙
と
な
り
ま
す

（
令
和
2
年
4
月
か
ら
）
】

　

第
一
種
施
設
を
除
く
、
一
般
の

会
社
や
工
場
、
飲
食
店
や
遊
技
場

な
ど
、
多
数
の
方
が
利
用
す
る
施

設
（
第
二
種
施
設
）
が
原
則
屋
内
禁

な
く
そ
う
！
望
ま
な
い
受
動
喫
煙　

マ
ナ
ー
か
ら
ル
ー
ル
へ

ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

※
平
日
の
施
錠
体
制
に
つ
い
て
は

　

変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

　

令
和
元
年
9
月
1
日
か
ら
土
日

祝
日
等
の
休
日
に
お
け
る
患
者
お

よ
び
来
院
者
の
通
用
口
に
つ
い
て

は
、
防
犯
上
の
理
由
か
ら
南
棟

「
救
急
・
時
間
外
受
付
」
の
み
と
し

総
合
病
院
か
ら
の
お
知
ら
せ

【問い合わせ先】八雲総合病院庶務課　☎0137－63－2185

八雲総合病院配置図

東棟

西棟

正面
玄関

救急車出入口

正面駐車場

南棟

中央棟

サービス棟

救急時間外受付
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